
1 

 

区     分 現  行 平成29年8月～ 変更幅 

一般組合員（特別職等を

含む）、知事組合員、船員

一般組合員 

標準報酬の月額 5.68  6.37  ＋0.69  

標準期末手当等 5.68  6.37  ＋0.69  

任意継続組合員 標準報酬の月額 11.36  12.74  ＋1.38  

   

第２ パパ・ママ育休プラス時の手当金の延長申請について 

～ 平成２９年７月以降の制度改正等についてお知らせします ～ 

 

 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の成立に伴

い、介護納付金の算定方法の一部に総報酬割（報酬総額に比例した負担）が取り入れられ、

今後、その割合が段階的に引き上げられることになりました。 

～7月（現行） 8月～（改正後）

加入者割 全面 1/2 1/2 1/4 なし

総報酬割 なし 1/2 1/2 3/4 全面

平成32年度

算定方法

平成29年度
平成30年度 平成31年度

 

このことにより、当共済組合における平成２９年８月分以降の介護納付金の負担額が増

加し、平成２９年８月分以降の介護保険に係る掛金率が次のとおり変更となります。 

４０歳から６４歳までの組合員のみなさまにおかれましては、ご理解とご協力をお願い

いたします。 

平平成成２２９９年年８８月月分分かかららのの掛掛金金率率  
※ 道府県の負担金率についても変更となります。       （単位：千分率） 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

１ 概要 

  ① パパ・ママ育休プラスとは、組合員が養育する子について、当該組合員とその配

偶者がともに育児休業を取得する場合には、その子が１歳２か月に達する日までの

間において、その子の出生した日及び産前産後休暇を含めた１年間につき育児休業

手当金が支給される制度です。 

  ② パパ・ママ育休プラスに該当する方について、育児休業手当金の延長に該当する

かの判断は、従前は、１歳時点で待機児童であるかどうかにより判断していました

が、今般、子が１歳～１歳２か月の間に、パパ・ママ育休プラスによる育児休業手

当金の支給期間が終了し、その終了日時点で待機児童等であるかを判断するよう地

方公務員等共済組合法施行規則が改正されました。 

 

２ 施行期日 

  平成２９年７月１日 

第１ 平成２９年８月分から介護納付金の掛金率が変わります 
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第３ 育児休業手当金の延長期間の半年延長について 

 

１ 概要 

  ① 現在、育児休業手当金については、子が１歳時点で保育園に入所できない等の要

件に合致すれば、１歳～１歳６か月までの半年間、支給期間が延長される制度とな

っています。 

  ② 平成２９年１０月１日以降に新たに育児休業を開始し、１歳６か月まで手当金の

支給を延長した組合員が、１歳６か月時点で子が保育園に入所できない等の要件に

合致すれば、２歳まで育児休業手当金を支給することができる予定です。 

  ③ 平成２９年１０月１日以前から育児休業を開始しており、平成２９年１０月１日

以降に、子が１歳６か月となる場合は、１歳６か月時点で子が保育園に入所できな

い等の要件に合致すれば、２歳まで育児休業手当金を支給することができる予定で

す。 

  ④ なお、施行時の経過措置として、例えば、平成２９年１０月１日時点で既に育児

休業手当金の支給延長が終わり、子が１歳７か月の場合は、改正法の施行前の子が

１歳６か月～１歳７か月の１か月については、育児休業手当金は支給されませんが、

施行後の１歳７か月～２歳の５か月間については、育児休業手当金が支給されるこ

とになります。 

 

＜概要図＞ 

１歳 １歳６か月 ２歳出産

平成２９年１０月１日

○ ×

育児休業手当金

支給不可

○ ○

手当金を延長でき

るか要件を確認

１歳時点で要件を

満たしていれば最

大半年、延長支給

されます。

１歳６か月時点で要

件を満たしていれば

最大半年、延長支

給されます。

 

 

２ 施行期日 

  平成２９年１０月１日
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第５ 医療費通知について 

 

 

１ 概要 

   ① ７０歳以上の者の高額療養費算定基準額が引上げとなり、具体的には、所得区分

が「現役並み」の者は、44,400円から 57,600円に引上げされます。 

   ② さらに、所得区分が「一般」の者は、12,000 円から 14,000 円に、世帯合算の場

合は、44,400円から 57,600円に引上げされます。また、年間上限額 144,000円が

新たに設定され、８月からの１年間の医療費の自己負担額が、当該額を超えた場合

についても高額療養費が支給されることになります。 

 

 

２ 施行期日 

  平成２９年８月１日 

 

 

 

① 「平成２９年度税制改正の大綱」（平成２８年１２月２２日閣議決定）において、

所得税と地方住民税に係る「医療費控除」の申告手続に関し、従来は医療機関で受領

する領収書を添付し保存することを要していましたが、新たに医療保険の保険者が行

う「医療費通知」を以て代えることができるようにする旨、記載されました。 

 

② これに伴い、医療費通知を行う場合は、次の項目を設けることとする地方公務員等

共済組合法施行規程に新設されました（平成３０年１月１日施行です。）。 

「組合員又はその被扶養者の氏名」・「診療を受けた年月」・「診療を受けた者」・「病

院、診療所、薬局等の名称」・「組合員又はその被扶養者が支払った医療費の額」・「保

険者の名称」 

 

③ 当共済組合においては、平成２８年度からすべての組合員及び被扶養者の方それぞ

れに対して、上記②の項目を備えた医療費通知を配付しており、平成２９年度におい

ても同じ内容の医療費通知を平成３０年２月（予定）に配付します。 

第４ ７０歳以上の組合員等の高額療養費について 

 


